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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の血管内のワイヤの画像とともに使用するための装置であって、前記ワイヤが放
射線不透部分を含み、前記装置が、
　出力装置と、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサであって、
　　前記画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、前記ピクセルのワイ
ヤ性尺度及び前記ピクセルの強度を決定し、前記ピクセルの前記ワイヤ性尺度は、前記ピ
クセルがワイヤ様特性を有する程度の尺度であり、前記ピクセルが前記画像内の他のピク
セルとともに、ワイヤ性指示特性を有する長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程度
を測定することにより決定され、
　　前記画像の前記一部分内の領域内で、
　　　ワイヤ性指示特性を有する１つ以上の隣接するピクセルのワイヤ性尺度に対する少
なくとも１つのピクセルのワイヤ性尺度と、
　　　ワイヤ性指示特性を有する少なくとも幾つかのピクセルの強度に対する前記少なく
とも１つのピクセルの強度と、
の両方において、それぞれの閾値量より大きい変化が存在する当該少なくとも１つのピク
セルが存在することを検出することにより、前記ワイヤの前記放射線不透部分の先端部が
前記領域内に位置していると決定し、
　　前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の前記先端部の決定された位置に呼応
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して前記出力装置上に出力を生成する、
少なくとも１つのコンピュータプロセッサと、
を含む、装置。
【請求項２】
　前記コンピュータプロセッサが、前記ワイヤの前記放射線不透部分の前記先端部の前記
決定された位置に基づいて、前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の位置を決定
し、
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の前記
決定された位置に呼応して前記出力を生成する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記コンピュータプロセッサが、前記ワイヤの前記放射線不透部分の前記先端部の前記
決定された位置に基づいて、前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の中心の位置
を決定し、
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の決定
された前記中心の位置に呼応して前記出力を生成する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記コンピュータプロセッサが、機械学習技法を使用して、前記画像の少なくとも前記
一部分内の前記ピクセルのそれぞれについて前記ワイヤ性尺度を決定する、請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像の少なくとも前記一部分内の前記ピクセルの
それぞれについて、前記ピクセルが前記画像内の他のピクセルとともに、所与の特性を有
する連続した長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程度を測定することにより、前記
ピクセルのそれぞれについて前記ワイヤ性尺度を決定する、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記コンピュータプロセッサが、曲線構造を検出するフィルタを前記画像の少なくとも
前記一部分に適用することにより、前記画像の少なくとも前記一部分内の前記ピクセルの
それぞれについて前記ワイヤ性尺度を決定する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記コンピュータプロセッサが、曲線構造を強化するフィルタを前記画像の少なくとも
前記一部分に適用することによるか、又は曲線構造をセグメント化するフィルタを前記画
像の少なくとも前記一部分に適用することにより、前記画像の少なくとも前記一部分内の
前記ピクセルのそれぞれについて前記ワイヤ性尺度を決定する、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像内の前記ワイヤの前記放射線不透部分の前記
先端部の前記決定された位置に基づいて、前記画像及び前記画像とは異なる撮像方法で撮
像された第２の画像のそれぞれの画像内のワイヤの放射線不透部分を互いに位置合わせす
ることにより、前記画像を前記第２の画像と位置合わせする、請求項１乃至７のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像及び前記第２の画像が互いに位置合わせされ
ている画像ストリームとして前記画像及び前記第２の画像を表示することにより、前記出
力を生成する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像と前記第２の画像との前記位置合わせに基づ
いて、複合画像を生成することにより、前記出力を生成する、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記コンピュータプロセッサが、少なくとも部分的に前記画像内の前記ワイヤの前記決
定された位置に呼応して、前記画像と前記第２の画像とのマッピングのための変換関数を
決定し、前記コンピュータプロセッサが、決定された前記変換関数に基づいて前記出力を
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生成する、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記コンピュータプロセッサが、前記決定された変換関数に基づいて、前記血管内の管
腔内装置の位置を決定し、前記コンピュータプロセッサが、前記管腔内装置の決定された
前記位置に呼応して前記出力を生成する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記管腔内装置が管腔内データ取得装置を含み、
　前記コンピュータプロセッサが、前記管腔内データ取得装置によって管腔内データポイ
ントが取得された前記血管内の位置を決定することにより、前記血管内の前記管腔内装置
の前記位置を決定し、
　前記コンピュータプロセッサが、前記管腔内データ取得装置によって前記管腔内データ
ポイントが取得された前記血管内の前記位置を決定することに基づいて前記出力を生成す
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記コンピュータプロセッサが、前記画像内の前記ワイヤの前記決定された位置に基づ
いて、前記血管内の管腔内装置の位置を決定し、前記コンピュータプロセッサが、前記管
腔内装置の決定された前記位置に呼応して前記出力を生成する、請求項１乃至７のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記管腔内装置が管腔内データ取得装置を含み、
　前記コンピュータプロセッサが、前記管腔内データ取得装置によって管腔内データポイ
ントが取得された前記血管内の位置を決定することにより、前記血管内の前記管腔内装置
の前記位置を決定し、
　前記コンピュータプロセッサが、前記管腔内データ取得装置によって前記管腔内データ
ポイントが取得された前記血管内の前記位置を決定することに基づいて前記出力を生成す
る、請求項１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、「Ｉｍａｇｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｏｆ
　ａ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｄｅｖｉｃｅ」という名称で２０１４年４月１０日に出願された
Ｋｌａｉｍａｎによる米国仮特許出願第６１／９７７８９１号による優先権を請求するも
のであり、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明の幾つかの適用例は一般に医療用撮像に関する。具体的には、本発明の幾つかの
適用例は、被験者の身体内においてツールの存在下で画像が取得される時の医療用撮像及
びこのような画像の解析に関する。
【背景技術】
【０００３】
　冠状動脈カテーテル法などの血管カテーテル法は頻繁に実行される医療行為である。こ
のような処置は典型的に、潜在的な疾患について血管を診断するために及び／又は病気に
かかっている血管を治療するために実行される。典型的に、血管の観察を可能にするため
に、管腔外撮像下でカテーテル法が実行される。追加的に、手順によっては、管腔内デー
タ取得装置を使用して管腔内撮像及び／又は測定を実行する。管腔外撮像と適用可能な場
合の管腔内データは典型的に処置中並びに処置後に互いに組み合わせて医療スタッフによ
って評価される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　本発明の幾つかの適用例により、被験者の身体内で装置が検出され、その装置を検出し
たことに呼応して、装置固有パラメータの指示が出力装置上に生成される。典型的に、血
管の画像の少なくとも一部分内の装置の存在及び所与の装置タイプとしての装置の分類が
コンピュータプロセッサによって決定される。所与の装置タイプとしての装置の分類に基
づいて、計算すべきパラメータがコンピュータプロセッサによって指定される。これに呼
応して、指定されたパラメータがコンピュータプロセッサによって自動的に計算され、計
算されたパラメータに呼応して出力装置（例えば、ディスプレイ）上に出力が生成される
。例えば、血管内部にバルーンが存在すると判断したことに呼応して、バルーンが存在す
る血管の一部分内の血管の最小直径が、計算すべきパラメータとして指定される。適用例
によっては、計算するよう指定されるパラメータは、血管内のバルーンの最大膨張の発生
時にバルーンが存在する血管の一部分内の血管の最小直径である。
【０００５】
　本発明の適用例によっては、血管の画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置は
コンピュータプロセッサによって自動的に決定される。典型的に、画像の少なくとも一部
分内のピクセルのそれぞれについて、そのピクセルが画像内の他のピクセルとともに、暗
さ、明るさ、及び／又は異なる特性などの所与の特性（即ち、ワイヤ性指示特性）を有す
る長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程度を測定することにより、ワイヤ性尺度（
即ち、そのピクセルがワイヤ様特性を有する程度の尺度）がコンピュータプロセッサによ
って決定される。加えて、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについて、ピ
クセル強度がコンピュータプロセッサによって決定される。その後、ワイヤ性指示特性を
有する１組のピクセルに属するピクセルのうちの少なくとも幾つかに対して、閾値量より
大きいワイヤ性尺度の変化が存在する少なくとも１つのピクセルが存在するかどうかがコ
ンピュータプロセッサによって判断される。所与のサンプリング領域内の少なくとも１つ
のピクセルのワイヤ性尺度の変化が閾値を超えると判断したことに呼応して、コンピュー
タプロセッサは、その少なくとも１つのピクセルにおいて、ワイヤ性指示特性を有する１
組のピクセルのうちの少なくとも幾つかの強度の値に対して、ピクセルの強度について閾
値量より大きい変化が存在するかどうかを判断する。所与のサンプリング領域内の少なく
とも１つのピクセルにおける強度の変化が閾値を超えると判断したことに呼応して、ワイ
ヤの放射線不透部分の先端部が所与のサンプリング領域内に配置されていることがコンピ
ュータプロセッサによって判断される。
【０００６】
　適用例によっては、指定されたサンプリング領域内で、ワイヤ性指示特性を有する１組
のピクセルの局所的指向性が決定され、ワイヤ性尺度及び／又は強度の変化がその方向に
沿って測定される。適用例によっては、サンプリング領域内の少なくとも１つのピクセル
において、閾値を超える強度の変化が存在するかどうかが最初に判断され、所与のサンプ
リング領域内の少なくとも１つのピクセルにおいて、閾値を超える強度の変化が存在する
と判断したことに呼応して、少なくとも１つのピクセルにおいて、閾値を超えるワイヤ性
尺度の変化が存在するかどうかが判断される。
【０００７】
　適用例によっては、所与の画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置を決定した
ことに呼応して、それぞれの画像内のガイドワイヤの放射線不透部分を互いに位置合わせ
することにより、所与の画像が第２の画像と位置合わせされる。代替的に又は追加的に、
例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｌｋｏｗｓｋｙによる米国出願公報第
２０１２／０００４５３７号及び／又はＳｔａｉｎｂｅｒｇによる国際出願公報第１３／
１７４４７２号に記載されている技法により、管腔内の管腔内装置の位置の決定を容易に
するために、所与の画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置の識別を使用する。
更に代替的に又は追加的に、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｔａｉｎｂ
ｅｒｇによる国際出願公報第１３／１７４４７２号に記載されている技法により、所与の
画像と第２の画像とのマッピングのための変換関数の決定を容易にするために、所与の画
像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置の識別を使用する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　従って、本発明の幾つかの適用例により、被験者の少なくとも１つの血管の画像ととも
に使用するための方法であって、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサを使用して、
　　画像内でその血管の少なくとも一部分内の装置の存在を判断することと、
　　所与の装置タイプとして装置の分類を決定することと、
　　所与の装置タイプとしての装置の分類に基づいて、計算すべきパラメータを指定する
ことと、
　　指定されたパラメータを自動的に計算することと、
　　計算されたパラメータに呼応して出力装置上に出力を生成することと、
を含む方法が提供される。
【０００９】
　適用例によっては、画像内でその血管の一部分内の装置の存在を判断することは、画像
内で血管の一部分内の装置の存在を示す入力をユーザから受け取ることを含む。
【００１０】
　適用例によっては、装置の分類を決定することは、装置が所与の装置タイプであること
を示す入力をユーザから受け取ることを含む。
【００１１】
　適用例によっては、画像内でその血管の一部分内の装置の存在を判断することは、コン
ピュータプロセッサを使用して画像を解析することにより、画像内でその血管の一部分内
の装置の存在を自動的に判断することを含む。
【００１２】
　適用例によっては、装置の分類を決定することは、コンピュータプロセッサを使用して
画像を解析することにより、装置の分類を自動的に決定することを含む。
【００１３】
　適用例によっては、計算すべきパラメータを指定することは、所与の装置タイプとして
の装置の分類に基づいて、イベントを指定し、そのイベントの発生時に計算すべきパラメ
ータを指定することを含む。
【００１４】
　適用例によっては、計算すべきパラメータを指定することは、所与の装置タイプとして
の装置の分類に基づいて、計算すべき血管の寸法を指定することを含む。
【００１５】
　適用例によっては、計算すべきパラメータを指定することは、所与の装置タイプとして
の装置の分類に基づいて、計算すべき血管の機能的パラメータを指定することを含む。
【００１６】
　適用例によっては、計算すべきパラメータを指定することは、所与の装置タイプとして
の装置の分類に基づいて、計算すべき装置の寸法を指定することを含む。
【００１７】
　適用例によっては、パラメータを計算することは、プロセッサを使用して画像を解析す
ることにより、パラメータを自動的に計算することを含む。
【００１８】
　適用例によっては、所与の装置タイプとして装置の分類を決定することは、血管フィル
タとして装置の分類を決定することを含み、計算すべきパラメータを指定することは、計
算すべきパラメータとして血管フィルタの最大直径を指定することを含む。
【００１９】
　適用例によっては、所与の装置タイプとして装置の分類を決定することは、穴閉鎖装置
として装置の分類を決定することを含み、計算すべきパラメータを指定することは、計算
すべきパラメータとして穴閉鎖装置の最大直径を指定することを含む。
【００２０】
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　適用例によっては、
　所与の装置タイプとして装置の分類を決定することは、装置がステントであると判断す
ることを含み、
　計算すべきパラメータを指定することは、計算すべきパラメータとして、ステントが配
置される血管の領域内の血管の最小直径を指定することを含む。
【００２１】
　適用例によっては、
　所与の装置タイプとして装置の分類を決定することは、装置がバルーンであると判断す
ることを含み、
　計算すべきパラメータを指定することは、計算すべきパラメータとして、バルーンが配
置される血管の領域内の血管の最小直径を指定することを含む。
【００２２】
　適用例によっては、計算すべきパラメータを指定することは、計算すべきパラメータと
して、血管内のバルーンの最大膨張が発生した時にバルーンが配置される血管の領域内の
血管の最小直径を指定することを含む。
【００２３】
　適用例によっては、装置の分類を決定することは、装置が所与の装置タイプであること
を示す入力をユーザから受け取ることを含み、画像内でその血管の少なくとも一部分内の
装置の存在を判断することは、画像を解析することにより、画像内でその血管の少なくと
も一部分内の装置の存在を自動的に判断することを含む。
【００２４】
　適用例によっては、画像内でその血管の少なくとも一部分内の装置の存在を判断するこ
とは、装置が所与の装置タイプであることを示す入力をユーザから受け取った後に、画像
内でその血管の少なくとも一部分内の装置の存在を判断することを含む。
【００２５】
　本発明の幾つかの適用例により、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサを使用して、被験者の身体内の装置を検出す
ることと、
　コンピュータプロセッサを使用して、装置を検出したことに呼応して、装置固有パラメ
ータの指示を出力装置上に生成することと、
を含む方法が更に提供される。
【００２６】
　適用例によっては、装置を検出することは、被験者の身体の画像内で装置を検出するこ
とを含む。
【００２７】
　適用例によっては、装置を検出することは、被験者の身体の少なくとも一部分の画像を
解析することにより、装置を検出することを含む。
【００２８】
　適用例によっては、装置固有パラメータを生成することは、被験者の身体の一部分の寸
法の指示を生成することを含む。
【００２９】
　適用例によっては、装置固有パラメータを生成することは、被験者の身体の一部分の機
能的パラメータの指示を生成することを含む。
【００３０】
　適用例によっては、装置固有パラメータを生成することは、装置の寸法の指示を生成す
ることを含む。
【００３１】
　適用例によっては、装置固有パラメータを生成することは、コンピュータプロセッサを
使用して、被験者の身体の一部分の画像を解析することにより、パラメータを計算するこ
とを含む。
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【００３２】
　適用例によっては、装置を検出することは、装置を検出することと、装置が血管フィル
タであると判断することとを含み、装置固有パラメータを生成することは、血管フィルタ
の最大直径の指示を生成することを含む。
【００３３】
　適用例によっては、
　装置を検出することは、装置がステントであると判断することを含み、
　装置固有パラメータを生成することは、ステントが配置される血管の領域内の血管の最
小直径の指示を生成することを含む。
【００３４】
　適用例によっては、
　装置を検出することは、装置がバルーンであると判断することを含み、
　装置固有パラメータを生成することは、バルーンが配置される血管の領域内の血管の最
小直径の指示を生成することを含む。
【００３５】
　適用例によっては、装置固有パラメータを生成することは、血管内のバルーンの最大膨
張が発生した時にバルーンが配置される血管の領域内の血管の最小直径の指示を生成する
ことを含む。
【００３６】
　適用例によっては、装置を検出することは、装置が所与の装置タイプであることを示す
入力をユーザから受け取ることと、被験者の身体の少なくとも一部分内の装置の存在を自
動的に判断することとを含む。
【００３７】
　適用例によっては、被験者の身体の一部分内の装置の存在を判断することは、装置が所
与の装置タイプであることを示す入力をユーザから受け取った後に、被験者の身体の一部
分内の装置の存在を判断することを含む。
【００３８】
　本発明の幾つかの適用例により、被験者の少なくとも１つの血管の画像とともに使用す
るための装置であって、
　出力装置と、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサであって、
　　画像内でその血管の少なくとも一部分内の装置の存在を判断することと、
　　所与の装置タイプとして装置の分類を決定することと、
　　所与の装置タイプとしての装置の分類に基づいて、計算すべきパラメータを指定する
ことと、
　　指定されたパラメータを自動的に計算することと、
　　計算されたパラメータに呼応して出力装置を介して出力を生成することと、
を実行するように構成された少なくとも１つのコンピュータプロセッサと、
を含む装置が追加的に提供される。
【００３９】
　適用例によっては、この装置はユーザインターフェースを更に含み、コンピュータプロ
セッサは、画像内で血管の一部分内の装置の存在を示す入力をユーザインターフェースを
介してユーザから受け取ることにより、画像内でその血管の一部分内の装置の存在を判断
するように構成される。
【００４０】
　適用例によっては、この装置はユーザインターフェースを更に含み、コンピュータプロ
セッサは、装置が所与の装置タイプであることを示す入力をユーザインターフェースを介
してユーザから受け取ることにより、装置の分類を決定するように構成される。
【００４１】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像を解析することにより、画像内で
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その血管の一部分内の装置の存在を自動的に判断するように構成される。
【００４２】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像を解析することにより、装置の分
類を自動的に決定するように構成される。
【００４３】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、所与の装置タイプとしての装置の分類
に基づいて、イベントを指定し、そのイベントの発生時に計算すべきパラメータを指定す
ることにより、計算すべきパラメータを指定するように構成される。
【００４４】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、所与の装置タイプとしての装置の分類
に基づいて、計算すべき血管の寸法を指定することにより、計算すべきパラメータを指定
するように構成される。
【００４５】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、所与の装置タイプとしての装置の分類
に基づいて、計算すべき血管の機能的パラメータを指定することにより、計算すべきパラ
メータを指定するように構成される。
【００４６】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、所与の装置タイプとしての装置の分類
に基づいて、計算すべき装置の寸法を指定することにより、計算すべきパラメータを指定
するように構成される。
【００４７】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像を解析することにより、パラメー
タを計算するように構成される。
【００４８】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、
　装置がステントであると判断することにより、所与の装置タイプとして装置の分類を決
定することと、
　計算すべきパラメータとして、ステントが配置される血管の領域内の血管の最小直径を
指定することにより、計算すべきパラメータを指定することと、
を実行するように構成される。
【００４９】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、穴閉鎖装置として装置の分類を決定す
ることにより、所与の装置タイプとして装置の分類を決定するように構成され、コンピュ
ータプロセッサは、計算すべきパラメータとして穴閉鎖装置の最大直径を指定することに
より、計算すべきパラメータを指定するように構成される。
【００５０】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、血管フィルタとして装置の分類を決定
することにより、所与の装置タイプとして装置の分類を決定するように構成され、コンピ
ュータプロセッサは、計算すべきパラメータとして血管フィルタの最大直径を指定するこ
とにより、計算すべきパラメータを指定するように構成される。
【００５１】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、
　装置がバルーンであると判断することにより、所与の装置タイプとして装置の分類を決
定することと、
　計算すべきパラメータとして、バルーンが配置される血管の領域内の血管の最小直径を
指定することにより、計算すべきパラメータを指定することと、
を実行するように構成される。
【００５２】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、計算すべきパラメータとして、血管内
のバルーンの最大膨張が発生した時にバルーンが配置される血管の領域内の血管の最小直
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径を指定することにより、計算すべきパラメータを指定するように構成される。
【００５３】
　適用例によっては、
　この装置はユーザインターフェースを更に含み、
　コンピュータプロセッサは、装置が所与の装置タイプであることを示す入力をユーザイ
ンターフェースを介してユーザから受け取ることにより、装置の分類を決定するように構
成され、
　コンピュータプロセッサは、画像を解析することにより、画像内でその血管の一部分内
の装置の存在を自動的に判断するように構成される。
【００５４】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、装置が所与の装置タイプであることを
示す入力をユーザから受け取った後に、画像内でその血管の少なくとも一部分内の装置の
存在を判断するように構成される。
【００５５】
　本発明の幾つかの適用例により、被験者の少なくとも１つの血管の画像とともに使用す
るためのコンピュータソフトウェアプロダクトであって、そのコンピュータソフトウェア
プロダクトが、プログラム命令が記憶される非一時的なコンピュータ可読媒体を含み、プ
ログラム命令がコンピュータによって読み取られた時に、画像内でその血管の少なくとも
一部分内の装置の存在を判断するステップと、所与の装置タイプとして装置の分類を決定
するステップと、所与の装置タイプとしての装置の分類に基づいて、計算すべきパラメー
タを指定するステップと、指定されたパラメータを自動的に計算するステップと、計算さ
れたパラメータに呼応して出力を生成するステップとをコンピュータに実行させる、コン
ピュータソフトウェアプロダクトが追加的に提供される。
【００５６】
　本発明の幾つかの適用例により、被験者の血管内のワイヤの画像とともに使用するため
の方法であって、そのワイヤが放射線不透部分を含み、この方法が、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサを使用して、
　　画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルが画像内の
他のピクセルとともに、所与の特性を有する長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程
度を測定することにより、そのピクセルのワイヤ性尺度を決定することと、
　　画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルの強度を決
定することと、
　　画像の一部分内の領域内で、
　　　所与の特性を有する１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかを有する１組のピク
セルのワイヤ性尺度の値に対する少なくとも１つのピクセルのワイヤ性尺度と、
　　　所与の特性を有する１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかの強度の値に対する
少なくとも１つのピクセルの強度と、
の両方において、それぞれの閾値量より大きい変化が存在する当該少なくとも１つのピク
セルが存在することを検出することにより、ワイヤの放射線不透部分の先端部がその領域
内に配置されていると判断することと、
により、画像内でワイヤの放射線不透部分の先端部の位置を自動的に決定することと、
　画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に呼応して出力装置上に出
力を生成することと、
を含む方法が更に提供される。
【００５７】
　適用例によっては、ピクセルのワイヤ性尺度について閾値量より大きい変化が存在する
少なくとも１つのピクセルが存在することを検出することは、ピクセルのワイヤ性尺度に
ついて閾値量より大きい変化が存在する、その領域内の１組のピクセルの長さの局所的方
向に対応する方向に沿って配置された少なくとも１つのピクセルが存在することを検出す
ることを含む。
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【００５８】
　適用例によっては、ピクセルの強度について閾値量より大きい変化が存在する少なくと
も１つのピクセルが存在することを検出することは、ピクセルの強度について閾値量より
大きい変化が存在する、その領域内の１組のピクセルの長さの局所的方向に対応する方向
に沿って配置された少なくとも１つのピクセルが存在することを検出することを含む。
【００５９】
　適用例によっては、この方法は、ワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に
基づいて、画像内のワイヤの放射線不透部分の位置を決定することを更に含み、
　出力を生成することは、画像内のワイヤの放射線不透部分の決定された位置に呼応して
出力を生成することを含む。
【００６０】
　適用例によっては、この装置は、ワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に
基づいて、画像内のワイヤの放射線不透部分の中心の位置を決定することを更に含み、
　出力を生成することは、画像内のワイヤの放射線不透部分の中心の決定された位置に呼
応して出力を生成することを含む。
【００６１】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、機械学習技法を使用することを含む。
【００６２】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、ピクセルのそれぞれについて、そのピクセルが画像内の他のピク
セルとともに、所与の特性を有する連続した長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程
度を測定することを含む。
【００６３】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、画像の少なくとも一部分のマルチスケール２次局所構造の固有値
を解析することを含む。
【００６４】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、曲線構造を強化するフィルタを画像の少なくとも一部分に適用す
ることを含む。
【００６５】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、曲線構造を検出するフィルタを画像の少なくとも一部分に適用す
ることを含む。
【００６６】
　適用例によっては、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性
尺度を決定することは、曲線構造をセグメント化するフィルタを画像の少なくとも一部分
に適用することを含む。
【００６７】
　適用例によっては、この方法は、画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の決定され
た位置に基づいて、その画像を第２の画像と位置合わせすることを更に含む。
【００６８】
　適用例によっては、出力を生成することは、画像及び第２の画像が互いに位置合わせさ
れている画像ストリームとしてその画像及び第２の画像を表示することを含む。
【００６９】
　適用例によっては、出力を生成することは、画像と第２の画像との位置合わせに基づい
て、複合画像を生成することを含む。
【００７０】
　適用例によっては、この方法は、少なくとも部分的に画像内のワイヤの決定された位置
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に呼応して、画像と第２の画像とのマッピングのための変換関数を決定することを更に含
み、出力を生成することは、決定された変換関数に基づいて出力を生成することを含む。
【００７１】
　適用例によっては、この方法は、決定された変換関数に基づいて、血管内の管腔内装置
の位置を決定することを更に含み、出力を生成することは、管腔内装置の決定された位置
に呼応して出力を生成することを含む。
【００７２】
　適用例によっては、
　管腔内装置は管腔内データ取得装置を含み、
　血管内の管腔内装置の位置を決定することは、管腔内データポイントが管腔内データ取
得装置によって取得された血管内の位置を決定することを含み、
　出力を生成することは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取得さ
れた血管内の位置を決定することに基づいて出力を生成することを含む。
【００７３】
　適用例によっては、この方法は、画像内のワイヤの決定された位置に基づいて、血管内
の管腔内装置の位置を決定することを更に含み、出力を生成することは、管腔内装置の決
定された位置に呼応して出力を生成することを含む。
【００７４】
　適用例によっては、
　管腔内装置は管腔内データ取得装置を含み、
　血管内の管腔内装置の位置を決定することは、管腔内データポイントが管腔内データ取
得装置によって取得された血管内の位置を決定することを含み、
　出力を生成することは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取得さ
れた血管内の位置を決定することに基づいて出力を生成することを含む。
【００７５】
　本発明の幾つかの適用例により、被験者の血管内のワイヤの画像とともに使用するため
の装置であって、そのワイヤが放射線不透部分を含み、この装置が、
　出力装置と、
　少なくとも１つのコンピュータプロセッサであって、
　　　画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルが画像内
の他のピクセルとともに、所与の特性を有する長く薄い１組のピクセルの一部を形成する
程度を測定することにより、そのピクセルのワイヤ性尺度を決定することと、
　　　画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルの強度を
決定することと、
　　　画像の一部分内の領域内で、
　　　　所与の特性を有する１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかのワイヤ性尺度の
値に対する少なくとも１つのピクセルのワイヤ性尺度と、
　　　　所与の特性を有する１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかの強度の値に対す
る少なくとも１つのピクセルの強度と、
の両方において、それぞれの閾値量より大きい変化が存在する当該少なくとも１つのピク
セルが存在することを検出することにより、ワイヤの放射線不透部分の先端部がその領域
内に配置されていると判断することと、
により、画像内でワイヤの放射線不透部分の先端部の位置を自動的に決定することと、
　　画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に呼応して出力装置上に
出力を生成することと、
を実行するように構成された少なくとも１つのコンピュータプロセッサと、
を含む装置が追加的に提供される。
【００７６】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、ピクセルのワイヤ性尺度について閾値
量より大きい変化が存在する、その領域内の１組のピクセルの長さの局所的方向に対応す
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る方向に沿って配置された少なくとも１つのピクセルが存在することを検出することによ
り、ピクセルのワイヤ性尺度について閾値量より大きい変化が存在する少なくとも１つの
ピクセルが存在することを検出するように構成される。
【００７７】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、ピクセルの強度について閾値量より大
きい変化が存在する、その領域内の１組のピクセルの長さの局所的方向に対応する方向に
沿って配置された少なくとも１つのピクセルが存在することを検出することにより、ピク
セルの強度について閾値量より大きい変化が存在する少なくとも１つのピクセルが存在す
ることを検出するように構成される。
【００７８】
　適用例によっては、
　コンピュータプロセッサは、ワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に基づ
いて、画像内のワイヤの放射線不透部分の位置を決定するように構成され、
　プロセッサは、画像内のワイヤの放射線不透部分の決定された位置に呼応して出力を生
成するように構成される。
【００７９】
　適用例によっては、
　コンピュータプロセッサは、ワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に基づ
いて、画像内のワイヤの放射線不透部分の中心の位置を決定するように構成され、
　コンピュータプロセッサは、画像内のワイヤの放射線不透部分の中心の決定された位置
に呼応して出力を生成するように構成される。
【００８０】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、機械学習技法を使用して、画像の少な
くとも一部分内のピクセルのそれぞれについてワイヤ性尺度を決定するように構成される
。
【００８１】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、ピクセルのそれぞれについて、そのピ
クセルが画像内の他のピクセルとともに、所与の特性を有する連続した長く薄い１組のピ
クセルの一部を形成する程度を測定することにより、画像の少なくとも一部分内のピクセ
ルのそれぞれについてワイヤ性尺度を決定するように構成される。
【００８２】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像の少なくとも一部分のマルチスケ
ール２次局所構造の固有値を解析することにより、画像の少なくとも一部分内のピクセル
のそれぞれについてワイヤ性尺度を決定するように構成される。
【００８３】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、曲線構造を強化するフィルタを画像の
少なくとも一部分に適用することにより、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞ
れについてワイヤ性尺度を決定するように構成される。
【００８４】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、曲線構造を検出するフィルタを画像の
少なくとも一部分に適用することにより、画像の少なくとも一部分内のピクセルのそれぞ
れについてワイヤ性尺度を決定するように構成される。
【００８５】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、曲線構造をセグメント化するフィルタ
を画像の少なくとも一部分に適用することにより、画像の少なくとも一部分内のピクセル
のそれぞれについてワイヤ性尺度を決定するように構成される。
【００８６】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像内のワイヤの放射線不透部分の先
端部の決定された位置に基づいて、その画像を第２の画像と位置合わせするように構成さ
れる。
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【００８７】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像及び第２の画像が互いに位置合わ
せされている画像ストリームとしてその画像及び第２の画像を表示することにより、出力
を生成するように構成される。
【００８８】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像と第２の画像との位置合わせに基
づいて、複合画像を生成することにより、出力を生成するように構成される。
【００８９】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、少なくとも部分的に画像内のワイヤの
決定された位置に呼応して、画像と第２の画像とのマッピングのための変換関数を決定す
るように構成され、コンピュータプロセッサは、決定された変換関数に基づいて出力を生
成するように構成される。
【００９０】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、決定された変換関数に基づいて、血管
内の管腔内装置の位置を決定するように構成され、コンピュータプロセッサは、管腔内装
置の決定された位置に呼応して出力を生成するように構成される。
【００９１】
　適用例によっては、
　管腔内装置は管腔内データ取得装置を含み、
　コンピュータプロセッサは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取
得された血管内の位置を決定することにより、血管内の管腔内装置の位置を決定するよう
に構成され、
　コンピュータプロセッサは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取
得された血管内の位置を決定することに基づいて出力を生成するように構成される。
【００９２】
　適用例によっては、コンピュータプロセッサは、画像内のワイヤの決定された位置に基
づいて、血管内の管腔内装置の位置を決定するように構成され、コンピュータプロセッサ
は、管腔内装置の決定された位置に呼応して出力を生成するように構成される。
【００９３】
　適用例によっては、
　管腔内装置は管腔内データ取得装置を含み、
　コンピュータプロセッサは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取
得された血管内の位置を決定することにより、血管内の管腔内装置の位置を決定するよう
に構成され、
　コンピュータプロセッサは、管腔内データポイントが管腔内データ取得装置によって取
得された血管内の位置を決定することに基づいて出力を生成するように構成される。
【００９４】
　本発明の幾つかの適用例により、被験者の血管内のワイヤの画像とともに使用するため
のコンピュータソフトウェアプロダクトであって、そのワイヤが放射線不透部分を含み、
そのコンピュータソフトウェアプロダクトが、プログラム命令が記憶される非一時的なコ
ンピュータ可読媒体を含み、プログラム命令がコンピュータによって読み取られた時に、
画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルが画像内の他の
ピクセルとともに、所与の特性を有する長く薄い１組のピクセルの一部を形成する程度を
測定することにより、そのピクセルのワイヤ性尺度を決定することと、画像の少なくとも
一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルの強度を決定することと、画像の
一部分内の領域内で、所与の特性を有する１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかのワ
イヤ性尺度の値に対する少なくとも１つのピクセルのワイヤ性尺度と、所与の特性を有す
る１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかの強度の値に対する少なくとも１つのピクセ
ルの強度との両方において、それぞれの閾値量より大きい変化が存在する当該少なくとも
１つのピクセルが存在することを検出することにより、ワイヤの放射線不透部分の先端部



(14) JP 6487027 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

がその領域内に配置されていると判断することにより、画像内でワイヤの放射線不透部分
の先端部の位置を自動的に決定するステップと、画像内のワイヤの放射線不透部分の先端
部の決定された位置に呼応して出力を生成するステップとをコンピュータに実行させる、
コンピュータソフトウェアプロダクトが更に提供される。
【００９５】
　図面とともに、以下に示すその実施形態の詳細な説明により、本発明についてより完全
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の幾つかの適用例により、カテーテル検査室で使用される装置の概略図で
ある。
【図２Ａ】本発明の幾つかの適用例により、病変を有する血管の管腔外画像の概略図であ
る。
【図２Ｂ】本発明の幾つかの適用例により、閉塞の治療などのために血管内部で最大限に
膨張させた血管形成バルーンの管腔外画像の概略図である。
【図２Ｃ】本発明の幾つかの適用例により、閉塞の治療などのために血管内部で最大限に
膨張させた血管形成バルーンの管腔外画像である。
【図２Ｄ】本発明の幾つかの適用例により、閉塞の治療などのために血管内部で最大限に
膨張させた血管形成バルーンの管腔外画像である。
【図３Ａ】本発明の幾つかの適用例により、計算すべきパラメータを指定するためにプロ
セッサによって実行される手順の諸ステップを示すフローチャートである。
【図３Ｂ】本発明の幾つかの適用例により、計算すべきパラメータを指定するためにプロ
セッサによって実行される手順の諸ステップを示すフローチャートである。
【図３Ｃ】本発明の幾つかの適用例により、計算すべきパラメータを指定するためにプロ
セッサによって実行される手順の諸ステップを示すフローチャートである。
【図４】本発明の幾つかの適用例により、ワイヤ（例えば、ガイドワイヤ）が血管内部に
配置されている血管の画像の概略図である。
【図５】本発明の幾つかの適用例により、血管の管腔外画像内でワイヤの放射線不透部分
の先端部の位置を決定するためにプロセッサによって実行される手順の諸ステップを示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００９７】
　・「医療用ツール（ｍｅｄｉｃａｌ　ｔｏｏｌ）」、「ツール（ｔｏｏｌ）」、「装置
（ｄｅｖｉｃｅ）」、及び「プローブ（ｐｒｏｂｅ）」という用語は、心臓血管カテーテ
ル、ステント送達、配置、及び／又は回収ツール、バルーン送達、配置、及び／又は回収
ツール、弁送達、修復、配置、及び／又は回収ツール、移植片送達、配置、及び／又は回
収ツール、植え込み可能装置又はこのような装置の一部の送達、配置、及び／又は回収の
ためのツール、植え込み可能装置又はその一部、ギャップを閉鎖するためのツール、中隔
欠損を閉鎖するためのツール、ガイドワイヤ、マーカーワイヤ、縫合ツール、クリッピン
グツール（弁－尖頭－クリッピングツールなど）、生検ツール、吸引ツール、ナビゲーシ
ョンツール、局所化ツール、１つ以上の位置センサを含むプローブ、組織性状診断プロー
ブ、流体の解析のためのプローブ、測定プローブ、電気生理学的プローブ、刺激プローブ
、切除ツール、血管内の部分又は完全閉塞を貫通又は開放するためのツール、薬物又は物
質送達ツール、化学療法ツール、光線力学療法ツール、小線源照射療法ツール、局所照射
ツール、レーザー装置、エネルギーを送達するためのツール、マーカー又はバイオマーカ
ーを送達するためのツール、生理学的接着剤を送達するためのツール、洗浄装置、吸引装
置、換気装置、電気生理学的装置のリード線を送達、配置、及び／又は回収するための装
置、電気生理学的装置のリード線、ペーシング装置、冠状静脈洞装置、撮像装置、検出プ
ローブ、光ファイバを含むプローブ、ロボットツール、遠隔制御されるツール、摘出ツー
ル、プラーク摘出ツール（プラーク摘出カテーテルなど）、或いはこれらの任意の組み合
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わせを含むがこれらに限定されない任意のタイプの診断用ツール、治療用ツール、又はそ
の他の機能的ツールを指す。
【００９８】
　・「画像（ｉｍａｇｅ）」及び「撮像（ｉｍａｇｉｎｇ）」という用語は、電離放射線
を使用する撮像、非電離放射線を使用する撮像、ビデオ、Ｘ線透視、血管造影、超音波、
ＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、ＰＥＴ－ＣＴ、ＣＴ血管造影、ＳＰＥＣＴ、ガンマカメラ撮像、光
コヒーレンス断層撮影法（ＯＣＴ）、近赤外分光（ＮＩＲＳ）、バイブレーションレスポ
ンスイメージング（ＶＲＩ）、光学撮像、赤外線撮像、電気マッピング撮像、その他の形
式の機能撮像、集束音響コンピュータ断層撮影（ＦＡＣＴ）、光周波数領域撮像（ＯＦＤ
Ｉ）、或いはこれらの任意の組み合わせ又は融合を含むがこれらに限定されず、典型的に
一連の画像の生成をもたらす任意のタイプの医療画像又は医療用撮像を指す。超音波撮像
の例としては、気管支内超音波（ＥＢＵＳ）、経胸壁心エコー（ＴＴＥ）、経食道心エコ
ー（ＴＥＥ）、血管内超音波（ＩＶＵＳ）、心臓内超音波（ＩＣＥ）、又はこれらの任意
の組み合わせを含む。
【００９９】
　・「造影剤（ｃｏｎｔｒａｓｔ　ａｇｅｎｔ）」という用語は、その適用例に関連して
撮像とともに使用される場合、身体器官が撮像されている間にその器官の解剖学的構造、
機能、及び／又は組成を強調するか及び／又は他のやり方で強化するために使用される任
意の物質を指す。
【０１００】
　・「安定化（ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ）」という用語は、表示された画像に関連して使用
される場合、撮像されている身体器官（複数も可）及び／又は観察されている医療用ツー
ルの定期的、周期的、及び／又はその他の動作が画像フレーム全体又は少なくともその一
部分に関して部分的に又は完全に低減されるようなやり方で一連の画像を表示することを
意味する。
【０１０１】
　・「自動的（ａｕｔｏｍａｔｉｃ）」という用語は、ロードマップの生成及び使用につ
いて記述するために使用される場合、「ユーザの介入又は対話を必要とせずに」を意味す
る。（しかし、このような対話又は介入は、場合によっては依然として任意選択である。
）
【０１０２】
　・「リアルタイム（ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ）」という用語は、顕著な遅延なしを意味する
。
【０１０３】
　・「ほぼリアルタイム（ｎｅａｒ　ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ）」という用語は、（適用可能
な器官の約１又は２動作サイクル、その動作が主に心周期の結果である器官又は血管に関
する手順の場合は２秒未満などの）短い顕著な遅延ありを意味する。
【０１０４】
　・「オンライン（ｏｎ－ｌｉｎｅ）」という用語は、画像処理又は画像上で行われてい
る測定に関連して使用される場合、手順内にリアルタイム又はほぼリアルタイムに画像処
理が実行されるか及び／又は測定が行われることを意味する。
【０１０５】
　次に図１に言及するが、この図は本発明の幾つかの適用例により、カテーテル検査室で
使用される装置の概略図である。典型的に、被験者は管腔外撮像装置（即ち、管腔外画像
取得装置）２０を使用して撮像され、その装置は、撮像中の被験者の血管内に造影剤が存
在する間に正規モード及び／又は血管造影モードでＸ線透視画像を取得するＸ線透視装置
を含む。適用例によっては、撮像装置は、Ｘ線透視、ＣＴ、ＭＲ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、
超音波、又はこれらの任意の組み合わせを実行する。
【０１０６】
　図１は、ガイドワイヤ２４を覆って被験者の血管（例えば、被験者の冠状動脈）内に挿



(16) JP 6487027 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

入されているガイドカテーテル２２を追加的に示している。管腔内医療装置２６は、ガイ
ドカテーテルを通り、ガイドワイヤを覆って被験者の血管内に（例えば、被験者の冠状動
脈内に）挿入されている。コンピュータプロセッサ２８は典型的に撮像装置から入力を受
け取る。コンピュータプロセッサはメモリ２９とやりとりする。ユーザインターフェース
３０を介して、ユーザ（例えば、医師及び／又はカテーテル検査技師）はコンピュータプ
ロセッサに指示を送る。適用例によっては、ユーザインターフェースは、キーボード３２
、マウス３４、ジョイスティック３６、タッチスクリーン装置３８（スマートフォン又は
タブレットコンピュータなど）、タッチパッド、トラックボール、ボイスコマンドインタ
ーフェース、及び／又は当技術分野で知られているその他のタイプのユーザインターフェ
ースを含む。典型的に、コンピュータプロセッサは出力装置４０を使用して出力を生成す
る。更に典型的に、出力装置はモニタ（図１に示されている通り）などのディスプレイを
含み、出力はディスプレイ上に表示される出力を含む。適用例によっては、ディスプレイ
は、ヘッドアップディスプレイ及び／又はＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標）などの
ヘッドマウントディスプレイを含む。適用例によっては、プロセッサは、例えば、スピー
カ、ヘッドホン、スマートフォン、又はタブレットコンピュータなどの異なるタイプの視
覚、テキスト、グラフィクス、触覚、オーディオ、及び／又はビデオ出力装置上で出力を
生成する。適用例によっては、ユーザインターフェース３０は入力装置と出力装置の両方
として動作する。適用例によっては、プロセッサは、ディスク又はポータブルＵＳＢドラ
イブなどのコンピュータ可読媒体上で出力を生成する。
【０１０７】
　適用例によっては、２つ以上のプロセッサが使用されることは注目に値する。適用例に
よっては、２つ以上の管腔外撮像装置がプロセッサ２０とともに使用される。例えば、第
１の管腔外撮像装置を使用して第１の組の管腔外画像を取得し、第２の管腔外撮像装置を
使用して第２の組の管腔外画像を取得する。
【０１０８】
　適用例によっては、管腔内医療装置２６は、被験者の血管内からデータ（例えば、機能
データ又は画像）を取得するように構成された管腔内データ取得装置を含む。適用例によ
っては、管腔内データ取得装置は撮像プローブである。適用例によっては、撮像プローブ
は、ＩＶＵＳプローブ、ＥＢＵＳプローブ、異なるタイプの超音波プローブ、ＯＣＴプロ
ーブ、ＮＩＲＳプローブ、ＭＲプローブ、ＦＡＣＴプローブ、ＯＦＤＩプローブ、又はこ
れらの任意の組み合わせである。適用例によっては、管腔内データ取得装置は追加の機能
を実行する。例えば、管腔内データ取得装置は、Ｖｏｌｃａｎｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ（米国サンディエゴ）から販売され、ＩＶＵＳ機能と冠状動脈バルーン機能の両方を含
む、ＶＩＢＥ（ＴＭ）ＲＸ血管造影バルーンカテーテルなどのプローブを含む。適用例に
よっては、管腔内データ取得装置は画像以外の形でデータを取得する。例えば、このデー
タは、圧力、流量、温度、電気的活性度、酸素化、生化学的組成、又はこれらの任意の組
み合わせに関連するデータを含む。適用例によっては、データが冠状動脈血管について取
得される場合には典型的に、管腔内データ取得装置は冠血流予備量比（ＦＦＲ）プローブ
及び／又は瞬時血流予備能（ｉＦＲ）プローブである。適用例によっては、ＦＦＲ及び／
又はｉＦＲ測定値は管腔外画像について画像処理を実行することによって決定され、導出
されたＦＦＲ及び／又はｉＦＲ測定値は本明細書に記載されている技法を使用して管腔の
管腔内画像とともに相互登録（ｃｏ－ｒｅｇｉｓｔｅｒ）される。適用例によっては、Ｆ
ＦＲ及び／又はｉＦＲ測定値は管腔内画像について画像処理を実行することによって決定
され、導出されたＦＦＲ及び／又はｉＦＲ測定値は本明細書に記載されている技法を使用
して管腔の管腔外画像とともに相互登録される。適用例によっては、管腔内画像は本明細
書に記載されている技法を使用して管腔の管腔外画像とともに相互登録され、ＦＦＲ及び
／又はｉＦＲ測定値は相互登録された画像について画像処理を実行することによって決定
される。
【０１０９】
　適用例によっては、管腔内医療装置２６は、部分又は完全閉塞部、固有弁、動脈瘤、切
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開部、形成異常、中隔欠損、悪性が疑われる腫瘤、炎症性が疑われる腫瘤など、治療を必
要とするか又は潜在的に必要とする解剖学的特徴に位置決め及び／又は配備された管腔内
治療装置を含む。例えば、管腔内治療装置は、バルーン（例えば、血管形成バルーン）、
ステント、弁、及び／又はワイヤ（例えば、ガイドワイヤ）を含む。
【０１１０】
　適用例によっては、本明細書に記載されている装置及び方法は、ステント、移植片、又
は置換弁など、前に植え込まれた装置の植え込み部位に位置決め及び／又は配備された管
腔内治療装置とともに使用する。管腔内データは植え込み部位で及び／又はその近傍で決
定される。例えば、本明細書に記載されている技法は、前に植え込まれてもはや機能して
いない人工大動脈弁の部位（例えば、内側）に新しい人工大動脈弁を配置している間に使
用する。
【０１１１】
　適用例によっては、本明細書に記載されている装置及び方法は、ステント、移植片、又
は置換弁など、前に植え込まれた装置に対する定義位置（ｄｅｆｉｎｅｄ　ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ）に位置決め及び／又は配備された管腔内治療装置とともに使用する。管腔内データ
は定義位置で及び／又はその近傍で決定される。例えば、本明細書に記載されている技法
は、長い病変及び／又は冠状動脈に沿って拡散している病変を治療するために新しいステ
ントが前に植え込まれたステントと重なるか又はそれに隣接するように冠状動脈ステント
を配置している間に使用する。
【０１１２】
　適用例によっては、出力装置４０は、血管の管腔外画像４２（例えば、Ｘ線透視画像）
、血管の管腔内画像４４（例えば、ＩＶＵＳ画像）、及び／又は管腔内画像の断面のスタ
ック４６（例えば、ＩＶＵＳ画像のスタック）を表示するように構成されたディスプレイ
である。
【０１１３】
　次に図２Ａ及び図２Ｂに言及するが、これらの図は本発明の幾つかの適用例により、血
管の管腔外画像の概略図である。また、図２Ｃ及び図２Ｄにも言及するが、これらの図は
本発明の幾つかの適用例により、動脈内部に配置されたバルーンの画像である。図２Ｄは
図２Ｃに示されている画像の強化バージョンを示しており、バルーンのエッジラインが画
像上にマークされている。
【０１１４】
　図２Ａは、本発明の幾つかの適用例により、例えば、部分閉塞５２などの病変を有する
血管５０（冠状動脈など）の管腔外画像の概略図である。典型的に、血管内部のツールの
非存在下では、（例えば、ユーザが画像内の病変の近傍の単一ポイントを指示することに
より）ユーザが病変の位置を指示したことに呼応して、プロセッサは自動的に病変の近傍
の血管について量的血管解析を実行する。典型的に、どちらも参照により本明細書に組み
込まれる、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇによる米国出願公報第２０１２／０２３０５６５号及び／
又はＣｏｈｅｎによる米国出願公報第２０１０／０２２２６７１号に記載されているもの
などの技法を使用して、病変の近傍で量的血管解析を実行する。例えば、ユーザは、入力
装置（例えば、ユーザインターフェース３０）を使用して、（例えば、入力装置を使用し
てその位置で又はその近くでシングルクリック又は複数クリックを行うことにより）位置
を指定し、ユーザがその位置を指定したことに呼応して、システムは自動的にその近傍で
病変を検出する。例えば、システムは病変のエッジライン及び基準直径５４を識別する。
病変の基準直径は典型的に病変の縦方向の末端における血管の直径である（縦方向の末端
は当業者にとって「健常肩部（ｈｅａｌｔｈｙ　ｓｈｏｕｌｄｅｒ）」又は「基準動脈（
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ａｒｔｅｒｙ）」としても知られている）。適用例によっては、基
準直径は、解析される血管の切片内で最も幅広の位置である。病変を検出したことに呼応
して、病変に対して量的血管解析を実行する。適用例によっては、例えば、病変であると
判断される血管の切片を強調又は着色することにより、病変を図表によって指示する。適
用例によっては、病変の近傍で、病変の長さ、中心線に沿った各ポイントでの血管の直径
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、及び／又は最小管腔直径などの測定値を決定する。適用例によっては、最小管腔直径に
おける閉塞のレベル（典型的にパーセンテージで示される）は、そのポイントにおける血
管の直径を血管の基準点における血管の直径と比較することによって決定される。
【０１１５】
　典型的に、どちらも参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇによる米
国出願公報第２０１２／０２３０５６５号及び／又はＣｏｈｅｎによる米国出願公報第２
０１０／０２２２６７１号に記載されているものなどの技法を使用して、血管の中心線及
び／又はエッジラインの位置を決定することによって量的血管解析を実行する。適用例に
よっては、以下の手順により、病変が自動的に検出される。
【０１１６】
　サンプリングする血管のセグメントの中心線に垂直な走査線を生成する。走査線に沿っ
て画像をサンプリングし直す。対応する階調値を長方形行列Ｍの列として記憶し、それに
より、まっすぐにした血管セグメントとしてその血管のセグメントをサンプリングし直す
。まっすぐにした血管セグメントについて、（Ｍの中央行に対して）Ｍの最初の列と最後
の列を接続する最適上部経路及び最適下部経路を決定する。この最適化基準では、Ｍの列
に沿った階調の変化及び経路の傾斜を考慮に入れる。元の画像上の上部及び下部最適経路
の逆投影を介して血管のエッジラインを得る。
【０１１７】
　エッジラインにおける小さいギャップ及びループなどの不規則性を回避するために、最
短路アルゴリズム（例えば、参照により本明細書に組み込まれる、「Ａ　Ｎｏｔｅ　ｏｎ
　Ｔｗｏ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｉｎ　Ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｇｒａｐｈｓ」と
いう表題のＤｉｊｋｓｔｒａによる論文（１９５９年、Ｎｕｍｅｒｉｓｃｈｅ　Ｍａｔｈ
ｅｍａｔｉｋ　１、２６９～２７１ページ）に記載されているもの）を使用する。適用例
によっては、検出したエッジラインに基づいて中心線を訂正し、新しい走査線を構築する
。それぞれの新しい走査線について、その走査線が血管の境界と交差する２つのポイント
間の距離として血管の直径を定義する。
【０１１８】
　図２Ｂは、本発明の幾つかの適用例により、閉塞の治療などのために、血管内部で最大
限に膨張させた（即ち、血管内などでバルーンを安全に膨張させることができる最高圧力
まで膨張させた）血管形成バルーン５５（例えば、コンプライアント血管形成バルーン）
の管腔外画像の概略図である。図２Ｃ及び図２Ｄは、血管形成バルーン５５の実際の画像
であり、このバルーンは、本発明の幾つかの適用例により、部分閉塞において動脈内部で
膨張させたものである。図２Ｄは図２Ｃに示されている画像の強化バージョンを示してお
り、バルーンのエッジラインが画像上にマークされている。図２Ｂ～図２Ｄに示されてい
るように、場合によっては、バルーンを最大限に膨張させた後でも閉塞は完全に治療され
ず、残留くびれ（ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｗａｉｓｔ）５６として知られているものを維持し
ている。典型的に、閉塞の残留くびれにおいて血管の直径を計算できることが望ましい。
【０１１９】
　適用例によっては、内部にバルーンを含む血管について量的血管解析を実行するために
プロセッサが上記のアルゴリズムを使用する場合、システムは血管のエッジラインとバル
ーンのエッジラインとを区別しないので、プロセッサはバルーンの一端又は両端５８を最
小管腔直径の位置であると識別する可能性がある。従って、適用例によっては、プロセッ
サがバルーンの一端又は両端５８を最小管腔直径の位置であると識別するのを回避するた
めに、プロセッサはバルーンが血管内に存在すると判断する。プロセッサは、例えば、図
３Ａ～図３Ｃに関連して以下に記載する技法により、血管内のバルーンの存在を判断した
ことに呼応して、血管のパラメータを決定する。
【０１２０】
　次に図３Ａ～図３Ｃに言及するが、これらの図は本発明の幾つかの適用例により、コン
ピュータプロセッサ２８によって実行される手順の諸ステップを示すフローチャートであ
る。



(19) JP 6487027 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

【０１２１】
　図３Ａに示されているように、適用例によっては、プロセッサは装置を検出する（ステ
ップ６０）。典型的に、プロセッサは、以下に記載するように、被験者の身体の一部分の
画像内で装置を検出する。装置を検出したことに呼応して、プロセッサは、例えば、以下
に記載する技法を使用して、装置固有パラメータを出力として（例えば、出力装置４０上
に）生成する（ステップ６１）。
【０１２２】
　図３Ｂに示されているように、適用例によっては、プロセッサは、画像内の血管内の装
置の存在を判断し（ステップ６３）、バルーンなどの所与の装置タイプとして装置を分類
する（ステップ６４）。装置の分類を決定したことに呼応して、プロセッサは計算すべき
パラメータを指定する（ステップ６５）。適用例によっては、画像内の血管内の装置の存
在の判断（ステップ６３）と所与の装置タイプとしての装置の分類（ステップ６４）が同
時に実行されるか又は図３Ｂに示されているものとは逆の順序で実行されることは注目に
値する。適用例によっては、ユーザは、ユーザインターフェース３０を介して、所与の装
置タイプ（例えば、バルーン）が現在、血管内に挿入されている（或いは血管内に挿入す
る予定であるか又はすでに挿入されている）ことを指示する。ユーザからの指示に基づい
て、プロセッサは装置が血管内部に存在する時期を自動的に判断し、ステップ６５に移行
する。
【０１２３】
　計算すべきパラメータを指定した後（ステップ６５）、プロセッサは指定されたパラメ
ータを計算し（ステップ６６）、それに呼応して出力を生成する（ステップ６８）。例え
ば、図２Ｂに示されている血管形成バルーン５５の例では、バルーンとして装置を分類し
たことに呼応して、プロセッサは計算すべきパラメータとして、バルーンの２つの端部間
及び又は閉塞の残留くびれに対応するバルーンの２つの放射線不透マーカー５７（図２Ｂ
）間の血管の最小直径を指定する。
【０１２４】
　図３Ｃに示されているように、適用例によっては、閉塞の残留くびれを計算するために
、バルーンとして装置を分類したことに呼応して（ステップ７０）、プロセッサはバルー
ンの端部の位置及び／又は放射線不透バルーンマーカー５７の位置を識別する（ステップ
７２）。典型的に、プロセッサは、画像処理技法を使用して、例えば、バルーンマーカー
を識別するために本明細書に記載されている技法を使用して、及び／又はどちらも参照に
より本明細書に組み込まれる、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇによる米国出願公報第２０１２／０２
３０５６５号及び／又はＣｏｈｅｎによる米国出願公報第２０１０／０２２２６７１号に
記載されている技法を使用して、バルーンマーカーを識別する。適用例によっては、プロ
セッサは、例えば、概ねまっすぐなエッジライン（血管のエッジラインに対応する）が存
在し、そのまっすぐなエッジライン内に先細のエッジライン対（バルーンの先細エッジに
対応する）が存在する画像内の位置を検出することにより、バルーンの端部の位置を決定
する。
【０１２５】
　プロセッサは、バルーンが配置されている血管の領域として、バルーンの放射線不透マ
ーカー間の血管の領域及び／又はバルーンのそれぞれの縦方向の端部における先細のエッ
ジライン対間の血管の領域を指定する（ステップ７４）。次にプロセッサは、バルーンが
配置されている血管の領域内の最小管腔直径を決定する（ステップ７６）。バルーンが配
置されている血管の領域内の最小管腔直径は閉塞の残留くびれである。次にプロセッサは
、計算された残留くびれを示す出力を生成する（ステップ７８）。
【０１２６】
　適用例によっては、装置の検出及び／又は分類（図３Ｂのステップ６３及びステップ６
４）は、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴリズムを使用してプロセッサによっ
て自動的に実行される。例えば、プロセッサは、自動画像処理技法を使用して、装置の存
在及び／又は分類を判断する。適用例によっては、プロセッサは、装置を自動的に分類す
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るために機械学習アルゴリズムを使用する。このような適用例の場合、プロセッサは、検
出した装置の外観及び／又は特性を、機械学習した外観及び特性と比較する。代替的に又
は追加的に、プロセッサは、画像の一領域の外観及び／又は特性を、機械学習した特性及
び外観と比較する。更に代替的に又は追加的に、プロセッサは、血管内部の装置の存在及
び／又は装置の分類を示す入力をユーザから（典型的に、ユーザインターフェース３０を
介して）受け取る。上記のように、適用例によっては、ユーザは、ユーザインターフェー
ス３０を介して、所与の装置タイプ（例えば、バルーン）が現在、血管内に挿入されてい
る（或いは血管内に挿入する予定であるか又はすでに挿入されている）ことを指示する。
ユーザからの指示に基づいて、プロセッサは装置が血管内部に存在する時期を自動的に判
断し、ステップ６５に移行する。
【０１２７】
　適用例によっては、プロセッサは、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴリズム
を使用して、計算すべきパラメータを指定する（図３Ｂのステップ６５）。適用例によっ
ては、プロセッサは、計算すべき血管のパラメータを指定することにより、計算すべきパ
ラメータを指定する。幾つかの適用例により、血管のパラメータは血管の寸法及び／又は
血管の機能的パラメータである。例えば、ステントとして装置を分類したことに呼応して
、プロセッサは、ステントの存在下での血管の最小管腔直径を決定するために、計算すべ
きパラメータとして、ステントが配置されている血管の領域内の血管の最小管腔直径を指
定する。適用例によっては、ステントはバルーンの周りに配置され、プロセッサは、その
周りにステントが配置されているバルーンの放射線不透マーカーの位置を決定することに
より、ステントが配置されている血管の領域を決定する。
【０１２８】
　代替的に又は追加的に、ステントとして装置を分類したことに呼応して、プロセッサは
、血管の機能的予備流量（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｆｌｏｗ　ｒｅｓｅｒｖｅ）（又はも
う１つの管腔流量関連指数（ｌｕｍｉｎａｌ　ｆｌｏｗ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｉｎｄｅｘ）
）に対するステントの効果を判断するために、計算すべきパラメータとして、ステントの
位置における機能的予備流量（又はもう１つの管腔流量関連指数）を指定してもよい。適
用例によっては、プロセッサは、計算すべき装置のパラメータを指定することにより、計
算すべきパラメータを指定する。例えば、ステントとして装置を分類したことに呼応して
、プロセッサは、計算すべきパラメータとして、ステントの最大直径又はステントの最小
直径を指定する。適用例によっては、ステントはバルーンの周りに配置され、プロセッサ
は、その周りにステントが配置されているバルーンの放射線不透マーカーの位置を決定す
ることにより、ステントが配置されている血管の領域を決定する。
【０１２９】
　適用例によっては、プロセッサはイベントを指定し、そのイベントの発生時に計算すべ
きパラメータを指定することにより、計算すべきパラメータを指定する。例えば、図２Ｂ
及び図３Ｃに関連して記載されている例では、プロセッサは、イベントとしてバルーンの
最大膨張を指定し、プロセッサは最大バルーン膨張の発生時に閉塞の残留くびれを決定す
る。適用例によっては、プロセッサは、例えば、自動画像処理技法を使用して、指定され
たイベントの発生を自動的に検出する。
【０１３０】
　典型的に、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴリズムを使用して、パラメータ
を計算する（図３Ｂのステップ６６）。適用例によっては、自動画像処理技法を使用して
画像を解析することにより、パラメータを計算する。例えば、どちらも参照により本明細
書に組み込まれる、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇによる米国出願公報第２０１２／０２３０５６５
号及び／又はＣｏｈｅｎによる米国出願公報第２０１０／０２２２６７１号に記載されて
いる技法を使用して、血管及び／又は装置の寸法を計算する。代替的に又は追加的に、例
えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｌｋｏｗｓｋｙによる国際出願公報第１
４／００２０９５号に記載されている技法を使用して、機能的パラメータを自動的に計算
してもよい。
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【０１３１】
　適用例によっては、パラメータを計算するために、本明細書に記載されている技法を使
用して、血管及び／又は装置のエッジラインを自動的に識別する。例えば、サンプリング
する血管のセグメントの中心線に垂直な走査線を生成する。走査線に沿って画像をサンプ
リングし直す。対応する階調値を長方形行列Ｍの列として記憶し、それにより、まっすぐ
にした血管セグメントとしてその血管のセグメントをサンプリングし直す。まっすぐにし
た血管セグメントについて、（Ｍの中央行に対して）Ｍの最初の列と最後の列を接続する
最適上部経路及び最適下部経路を決定する。この最適化基準では、Ｍの列に沿った階調の
変化及び経路の傾斜を考慮に入れる。元の画像上の上部及び下部最適経路の逆投影を介し
て血管のエッジラインを得る。
【０１３２】
　エッジラインにおける小さいギャップ及びループなどの不規則性を回避するために、最
短路アルゴリズム（例えば、参照により本明細書に組み込まれる、「Ａ　Ｎｏｔｅ　ｏｎ
　Ｔｗｏ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｉｎ　Ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ　ｗｉｔｈ　Ｇｒａｐｈｓ」と
いう表題のＤｉｊｋｓｔｒａによる論文（１９５９年、Ｎｕｍｅｒｉｓｃｈｅ　Ｍａｔｈ
ｅｍａｔｉｋ　１、２６９～２７１ページ）に記載されているもの）を使用する。適用例
によっては、検出したエッジラインに基づいて中心線を訂正し、新しい走査線を構築する
。それぞれの新しい走査線について、その走査線がエッジラインと交差する２つのポイン
ト間の距離として血管及び／又は装置の直径を定義する。
【０１３３】
　適用例によっては、本明細書に記載されている技法は、上記のものに対するその他の装
置に関して及び／又は被験者の身体のその他の部分に関して実行される。
【０１３４】
　適用例によっては、穴閉鎖装置に関連するパラメータを決定するために、本明細書に記
載されている技法を使用する。例えば、穴閉鎖装置は、心房中隔欠損閉鎖装置、左心房付
属器閉鎖装置、及び／又は被験者の心臓の尖及び／又は大腿静脈又は大腿動脈などの末梢
血管などに外科的に作成した穴を閉鎖するために使用する穴閉鎖装置である。被験者の身
体の一部分の画像内で装置の存在を判断し、穴閉鎖装置としてその装置を分類したことに
呼応して、コンピュータプロセッサ２８は、穴閉鎖装置の配備後に穴閉鎖装置の最大直径
を決定する。代替的に又は追加的に、植え込み可能弁（人工大動脈弁及び／又は人工僧帽
弁など）に関連するパラメータ、例えば、弁の最大直径を弁の配備後に決定するために、
本明細書に記載されている技法を使用してもよい。更に代替的に又は追加的に、血管フィ
ルタ（例えば、Ｖｏｌｃａｎｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（米国カリフォルニア州）によ
って製造されたＣｒｕｘ（登録商標）大静脈フィルタなどの大静脈フィルタ）に関連する
パラメータ、例えば、フィルタの最大直径を血管内でのフィルタの配備後に決定するため
に、本明細書に記載されている技法を使用してもよい。
【０１３５】
　適用例によっては、被験者の身体の一部分の画像内で前に植え込まれた装置（現在の手
順が実行される前に（例えば、現在の手順が実行される少なくとも１日前に）植え込まれ
たステント、移植片、又は置換弁など）の存在を判断したことに呼応して、所与の装置タ
イプとして前に植え込まれた装置を分類したことに呼応して、前に植え込まれた装置に関
連するパラメータを決定するために、本明細書に記載されている技法を使用する。
【０１３６】
　次に図４に言及するが、この図は本発明の幾つかの適用例により、ワイヤ（例えば、ガ
イドワイヤ）が血管内部に配置されている血管の画像の概略図である。図４Ａの右画面８
２は左画面８０の一部分の拡大であり、この拡大部分はガイドワイヤの放射線不透端部部
分８４の画像を含んでいる。適用例によっては、本明細書に記載されている技法を使用し
て、ガイドワイヤの放射線不透部分の先端部８６を自動的に識別する。典型的に、図４で
観察されるように、血管のＸ線透視画像（又は異なる管腔外画像）では、ノイズにより画
像内に暗いピクセルが存在する。従って、典型的に、単純にそれぞれのピクセルの強度を
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解析することにより、ガイドワイヤの放射線不透部分に対応するピクセルを周囲のピクセ
ルと区別することは可能ではない。適用例によっては、コンピュータプロセッサ２８は、
図５に関連して記載する技法を使用して、画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位
置を自動的に決定する。
【０１３７】
　次に図５に言及するが、この図は本発明の幾つかの適用例により、血管の管腔外画像内
でワイヤの放射線不透部分の先端部の位置を決定するためにコンピュータプロセッサ２８
によって実行される手順の諸ステップを示すフローチャートである。
【０１３８】
　画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、そのピクセルのワイヤ性尺
度を決定する（ステップ９０）。（本明細書で使用する「ピクセル（ｐｉｘｅｌ）」とい
う用語は、画面上に表現された写真の制御可能な最小要素に限定されるものと解釈しては
ならないことは注目に値する。むしろ、本明細書で使用する「ピクセル」という用語は、
１つ以上のこのような要素の１組を意味するものと解釈しなければならない。）適用例に
よっては、ワイヤ性尺度は画像全体のピクセルについて決定される。代替的に、画像の一
部分のみのピクセルのワイヤ性尺度が決定される。例えば、（例えば、画像内のその他の
特徴の位置に基づいて）ワイヤの放射線不透部分が配置されることが予想される画像の一
領域内のピクセルのワイヤ性尺度がサンプリングされる。代替的に又は追加的に、プロセ
ッサは、ワイヤの放射線不透部分が配置されることが予想される画像の一領域を指示する
入力をユーザから受け取ってもよい。
【０１３９】
　ワイヤ性尺度は、それぞれのピクセルがワイヤ様特性を有する程度の尺度である。適用
例によっては、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴリズムを使用して、ピクセル
のワイヤ性尺度を決定する。典型的に、選択されたピクセルのそれぞれについて、そのピ
クセルが画像内のその他のピクセルとともに、暗さ、明るさ、及び／又は異なる特性など
の所与の特性（即ち、ワイヤ性指示特性）を有する長く薄い１組のピクセルの一部を形成
する程度を測定することにより、ワイヤ性尺度が決定される。典型的に、ワイヤ性尺度は
、その１組内のその他のピクセルとともに、ワイヤに対応するピクセルを示すものである
。
【０１４０】
　適用例によっては、ピクセルの血管性尺度（ｖｅｓｓｅｌｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅ）
を決定するための、どちらも参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇに
よる米国出願公報第２０１２／０２３０５６５号及び／又はＣｏｈｅｎによる米国出願公
報第２０１０／０２２２６７１号に記載されているものと概ね同様の技法を使用して、ピ
クセルのワイヤ度尺度を決定する。例えば、参照により本明細書に組み込まれる、「Ｍｕ
ｌｔｉｓｃａｌｅ　ｖｅｓｓｅｌ　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ」とい
う表題のＦｒａｎｇｉ他による論文（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ-－ＭＩＣ
ＣＡＩ　１９９８－-Ｌｅｃｔｕｒｅ　Ｎｏｔｅｓ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅ
ｎｃｅ、第１４９６巻、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、ドイツベルリン、１３０～１
３７ページ）に記載されているフィルタなどのヘッシアンフィルタにより、及び／又は曲
線構造の強化、検出、及び／又はセグメント化を実行するフィルタにより、ワイヤ性を決
定する。適用例によっては、Ｆｒａｎｇｉフィルタと同様であるが、（ａ）ワイヤ性が同
次関数であること及び／又は（ｂ）スケールの正規化に乗数が使用されることという点で
Ｆｒａｎｇｉフィルタとは異なるフィルタを使用する。
【０１４１】
　適用例によっては、ピクセルのワイヤ性尺度は、ピクセルの勾配が最も高い固有値に対
応するヘッシアン行列の固有ベクトルに直交する程度を判断することによって得られる。
適用例によっては、この判断は、ワイヤ自体を構成すると最終的に判断されるピクセルに
隣接するピクセルに適用された投票関数によって支援される。
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【０１４２】
　適用例によっては、閾値処理はヒステリシスにより画像ピクセルに適用される。例えば
、そのワイヤ性値がヒステリシスの高い閾値を下回るが、ヒステリシスの低い閾値より上
であるピクセルは、ヒステリシスの高い閾値になるか又はそれを上回るピクセルと連続す
る場合にその１組のピクセルに組み込まれる。
【０１４３】
　適用例によっては、前述の１組を形成するピクセルは形態学的操作により決定される。
例えば、このような形態学的操作は閾値処理した血管性画像のスケルトナイズを含む。適
用例によっては、適用される閾値は、画像内の特定の領域に応じて適応可能である。
【０１４４】
　適用例によっては、機械学習技法を使用して、ピクセルのワイヤ性尺度を決定する。
【０１４５】
　手順の次のステップでは、画像の少なくとも一部分内のそれぞれのピクセルについて、
ピクセルの強度を決定する（ステップ９２）。適用例によっては、ステップ９０及びステ
ップ９２が図５のフローチャートに示されているものとは逆の順序で実行されることは注
目に値する。
【０１４６】
　画像の一部分内のピクセルのワイヤ性尺度及び強度が決定された後、コンピュータプロ
セッサ２８は、画像の一部分内の第１のサンプリング領域を指定する（ステップ９４）。
適用例によっては、第１のサンプリング領域は本明細書に記載されている１つ以上のアル
ゴリズムにより指定される。例えば、このサンプリング領域は単一ピクセル又は複数のピ
クセルを含む。第１のサンプリング領域はランダムに及び／又はユーザからの入力に呼応
して生成される。適用例によっては、プロセッサは、ガイドワイヤの先端部が配置されそ
うなサンプリング領域を指定することにより、第１のサンプリング領域を指定する。例え
ば、プロセッサは、高い値のワイヤ性尺度を有する１つ以上の領域を指定することにより
、第１のサンプリング領域を指定する。代替的に又は追加的に、プロセッサは、画像の機
械学習解析に基づいて、画像の一領域がワイヤの先端部を含みそうであると判断したこと
に呼応して、第１のサンプリング領域を指定してもよい。
【０１４７】
　適用例によっては、ステップ９４はステップ９０及びステップ９２の前に実行され、ス
テップ９０及びステップ９２は指定されたサンプリング領域のみについて実行される。
【０１４８】
　プロセッサは、第１のサンプリング領域内で、そのピクセルに隣接し、ワイヤ性指示特
性を有する１つ以上のピクセルのワイヤ性尺度の値に対して閾値量より大きいワイヤ性尺
度の変化が存在する少なくとも１つのピクセルが存在するかどうかを判断する（ステップ
９６）。適用例によっては、プロセッサは、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴ
リズムを使用して、ステップ９６を実行する。例えば、例証として、プロセッサは、ある
ピクセルと隣接するピクセルとの間で閾減少パーセンテージを超えるワイヤ性尺度の減少
が存在すると判断する。或いは、プロセッサは、少なくとも１つのピクセルがその１組の
ピクセルに属するすべてのピクセルの平均ワイヤ性尺度より閾パーセンテージ以上小さい
ワイヤ性尺度を有し、そのピクセルに隣接する１つ以上のピクセルが閾値を超えるワイヤ
性尺度（複数も可）を有すると判断する。
【０１４９】
　適用例によっては、指定された領域内で、プロセッサは、ワイヤ性指示特性を有する１
組のピクセルの局所的指向性を判断する。プロセッサは、その方向に沿って、そのピクセ
ルに隣接し、ワイヤ性指示特性を有する１つ以上のピクセルに対して閾値量より大きいワ
イヤ性尺度の変化が存在する少なくとも１つのピクセルが存在するかどうかを判断する。
【０１５０】
　第１のサンプリング領域内で、少なくとも１つのピクセルにおいて閾値を超えるワイヤ
性尺度の変化が存在しないと判断したことに呼応して、プロセッサは次のサンプリング領
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域に移行し（ステップ９８）、第２のサンプリング領域でステップ９６を繰り返す。第２
のサンプリング領域は典型的に、第１のサンプリング領域の選択と概ね同様に及び／又は
第１のサンプリング領域に対する空間関係に基づいて選択される。サンプリング領域内の
少なくとも１つのピクセルにおけるワイヤ性尺度の変化が閾値を超えると判断したことに
呼応して、プロセッサは、少なくとも１つのピクセルにおいて、ワイヤ性指示特性を有す
る１組のピクセルのうちの少なくとも幾つかの強度の値に対してそのピクセルの強度につ
いて閾値量より大きい変化が存在するかどうかを判断する（ステップ１００）。適用例に
よっては、プロセッサは、本明細書に記載されている１つ以上のアルゴリズムを使用して
、ステップ１００を実行する。例えば、例証として、プロセッサは、あるピクセルと隣接
するピクセルとの間で閾増加パーセンテージを超える強度の増加が存在すると判断する。
或いは、プロセッサは、１つのピクセルがその１組のピクセルに属するすべてのピクセル
の平均強度を閾パーセンテージ以上超える強度を有すると判断する。
【０１５１】
　適用例によっては、指定された領域内で、プロセッサは、ワイヤ性指示特性を有する１
組のピクセルの局所的指向性を判断する。プロセッサは、その方向に沿って、ワイヤ性指
示特性を有する１組のピクセルに属するピクセルのうちの少なくとも幾つかに対して閾値
量より大きい強度の変化が存在する少なくとも１つのピクセルが存在するかどうかを判断
する。
【０１５２】
　現在のサンプリング領域内で、少なくとも１つのピクセルにおいて閾値を超える強度の
変化が存在しないと判断したことに呼応して、プロセッサは次のサンプリング領域に移行
し（ステップ９８）、次のサンプリング領域でステップ９６を繰り返す。現在のサンプリ
ング領域内の少なくとも１つのピクセルにおける強度の変化が閾値を超えると判断したこ
とに呼応して、ワイヤの放射線不透部分の先端部が現在のサンプリング領域内に配置され
ていると判断される（ステップ１０２）。画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の決
定された位置に呼応して、出力が生成される。
【０１５３】
　適用例によっては、ステップ９６及びステップ１００が逆の順序で実行され、プロセッ
サが、まず、少なくとも１つのピクセルにおいて閾値量より大きい強度の変化が存在する
かどうかを判断し、その後、少なくとも１つのピクセルにおいて閾値量より大きいワイヤ
性尺度の変化が存在するかどうかを判断することは注目に値する。
【０１５４】
　典型的に、画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の決定された位置に呼応して、コ
ンピュータプロセッサ２８によって出力が生成される。適用例によっては、プロセッサは
、ワイヤの放射線不透部分の両方の先端部の位置を決定し、それにより、画像内のワイヤ
の放射線不透部分の位置及び／又は画像内のワイヤの放射線不透部分の中心の位置を決定
する。画像内のワイヤの放射線不透部分の決定された位置に呼応して及び／又は画像内の
ワイヤの放射線不透部分の中心の決定された位置に呼応して、出力が生成される。
【０１５５】
　適用例によっては、所与の画像内でワイヤの放射線不透部分の先端部の位置を決定した
ことに呼応して、プロセッサは、それぞれの画像内のワイヤの放射線不透部分を互いに位
置合わせすることにより、その画像を第２の画像と位置合わせする。それぞれの適用例に
より、両方の画像が互いに位置合わせされている画像ストリームとして位置合わせされた
画像が表示されるか及び／又はその画像と第２の画像との位置合わせに基づいて、複合画
像が生成される。例えば、プロセッサは、その画像と第２の画像を互いに位置合わせした
後、両方の画像を平均する。一般に、いずれの出願も参照により本明細書に組み込まれる
、Ｉｄｄａｎによる米国出願公報第２００８／０２２１４４０号、Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇに
よる米国出願公報第２０１２／０２３０５６５号、及びＣｏｈｅｎによる米国出願公報第
２０１０／０２２２６７１号のいずれかに記載されている画像安定化及び／又は強化技法
のいずれかを実行するために、所与の画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置の
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識別が使用される。
【０１５６】
　適用例によっては、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｌｋｏｗｓｋｙ
による米国出願公報第２０１２／０００４５３７号及び／又はＳｔｅｉｎｂｅｒｇによる
国際出願公報第１３／１７４４７２号に記載されている技法により、管腔内の管腔内装置
の位置の決定を容易にするために、所与の画像内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位
置の識別を使用してもよい。例えば、１つ以上の管腔内データポイントが管腔内データ取
得装置（例えば、管腔内撮像装置或いは複数の機能的管腔内データポイントを取得するよ
うに構成された管腔内データ取得装置）によって取得された血管内の位置が決定される。
管腔内データポイントが取得された血管内の決定された位置に基づいて、プロセッサは、
管腔内撮像スタックを生成すること及び／又は管腔内データポイントとその管腔内データ
ポイントが取得された血管内の位置との対応の指示を生成することなどにより、出力を生
成する。
【０１５７】
　適用例によっては、指定された管腔部位を含む血管の管腔セグメントに沿って管腔内デ
ータ取得装置を位置決めすることにより、管腔内データポイントが取得される。その後、
管腔セグメントの管腔外画像を観察しながら、そのセグメントに沿った１つ以上の位置が
ユーザ入力装置（例えば、ユーザインターフェース３０）によって指示される。ユーザ入
力装置による１つ以上の位置の指示に呼応して、それに対応する前に取得した管腔内画像
が表示される。
【０１５８】
　典型的に、指定された管腔部位は、診断の結果に従って治療装置が位置決めされて配備
される診断中の部位、例えば、解剖学的特徴の部位、前に植え込まれた装置の植え込み部
位、及び／又は植え込み部位に対して定義位置にある部位を含む。例えば、指定された管
腔部位は、管腔の周囲の部分に対して狭い管腔の一部分及び／又は病変の部位を含む。
【０１５９】
　適用例によっては、指定された管腔部位に管腔内データ取得装置を位置決めすることに
より、管腔内データポイントが取得される。その後、管腔内治療装置が管腔外撮像に基づ
いて指定された管腔部位に位置決めされて配備され、治療装置の現在位置で管腔内データ
取得装置によって前に取得された管腔内データをオンラインで同時に表示する。典型的に
、管腔内データは、指定された管腔内部位の近傍のそれぞれの管腔内部位で取得される。
その後、管腔内治療装置が管腔内部に配置されると、前に取得した管腔内データは、治療
装置（又はその一部分）の現在位置に対応するように、典型的に自動的にしかも典型的に
オンラインで表示されて更新され、治療装置の位置は典型的に治療装置の位置決め中に変
化する。
【０１６０】
　適用例によっては、管腔外撮像及び前に取得した管腔内データポイントは、治療装置が
リアルタイム管腔外撮像及びリアルタイム管腔内データ取得の両方に基づいて位置決めさ
れて配備されている場合のように相互使用（ｃｏ－ｕｓｅ）される。これは、（ａ）管腔
外撮像がリアルタイムで実行され、（ｂ）管腔内データがリアルタイムで取得されない場
合でも治療装置の現在位置に対応する管腔内データが表示されるからである。
【０１６１】
　本発明の幾つかの適用例により、治療装置が管腔内部に配置されると、管腔内の装置の
位置は、管腔内部の装置の管腔外画像について画像処理を実行することによって決定され
る。
【０１６２】
　適用例によっては、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｔａｉｎｂｅｒｇ
による国際出願公報第１３／１７４４７２号に記載されている技法により、その画像と第
２の画像とのマッピングのための変換関数の決定を容易にするために、所与の画像内のワ
イヤの放射線不透部分の先端部の位置の識別を使用してもよい。例えば、前に取得した血
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管造影画像に対して現在のＸ線透過画像をマッピングするか又はその逆にマッピングする
ための変換関数を決定する。適用例によっては、現在のＸ線透視画像内の２つ以上の特徴
の配置を前に取得した血管造影画像内の経路の少なくとも一部分の形状と比較することに
より、前に取得した血管造影画像に対して現在のＸ線透過画像をマッピングするための変
換関数を決定する。適用例によっては、特徴のうちの少なくとも１つは、現在のＸ線透視
画像内のガイドワイヤの放射線不透部分である。
【０１６３】
　適用例によっては、決定された変換関数に基づいて、プロセッサは、例えば、参照によ
り本明細書に組み込まれる、Ｓｔａｉｎｂｅｒｇによる国際出願公報第１３／１７４４７
２号に記載されている技法により、管腔内の管腔内装置の位置を決定する。例えば、管腔
内データ取得装置（例えば、管腔内撮像装置又は複数の機能的管腔内データポイントを取
得するように構成された管腔内データ取得装置）によって１つ以上の管腔内データポイン
トが取得された血管内の位置が決定される。管腔内データポイントが取得された血管内の
決定された位置に基づいて、プロセッサは、管腔内撮像スタックを生成すること及び／又
は管腔内データポイントと管腔内データポイントが取得された血管内の位置との対応の指
示を生成することなどにより、出力を生成する。代替的に、管腔内データポイントが取得
された血管内の決定された位置に基づいて、プロセッサは、本明細書に記載されている技
法を使用して、及び／又は参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｏｌｋｏｗｓｋｙによ
る米国出願公報第２０１２／０００４５３７号及び／又はＳｔａｉｎｂｅｒｇによる国際
出願公報第１３／１７４４７２号に記載されている技法を使用して、管腔内データポイン
ト及び管腔外撮像を相互使用してもよい。
【０１６４】
　適用例によっては、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｓｔａｉｎｂｅｒｇ
による国際出願公報第１３／１７４４７２号に記載されている技法により、ガイドワイヤ
の遠位端に関連するものとしてその画像の一部分の分類を容易にするために、所与の画像
内のワイヤの放射線不透部分の先端部の位置の識別を使用してもよい。例えば、参照によ
り本明細書に組み込まれる、Ｓｔａｉｎｂｅｒｇによる国際出願公報第１３／１７４４７
２号に記載されている技法により、ある画像と他の画像とのマッピングのための変換関数
の決定を容易にするために、ガイドワイヤの遠位端に関連するものとしてその画像の一部
分の分類を使用する。
【０１６５】
　本明細書に記載されている幾つかの技法は主に管腔外Ｘ線透視画像／血管造影画像及び
管腔内画像に関して記載されているが、本発明の範囲は本明細書に記載されている技法を
その他の形の管腔外及び管腔内画像及び／又はデータに準用することを含むことは注目に
値する。例えば、管腔外画像は、Ｘ線透視、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、ＰＥＴ、ＳＰＥＴ、
その他の管腔外撮像技法、又はこれらの任意の組み合わせによって生成された画像を含む
。管腔内画像は、血管内超音波（ＩＶＵＳ）光コヒーレンス断層撮影法（ＯＣＴ）、近赤
外分光（ＮＩＲＳ）、血管内超音波（ＩＶＵＳ）、気管支内超音波（ＥＢＵＳ）、磁気共
鳴（ＭＲ）、その他の管腔内撮像技法、又はこれらの任意の組み合わせによって生成され
た画像を含む。管腔内データは、圧力（例えば、冠血流予備量比）、流量、温度、電気的
活性度、又はこれらの任意の組み合わせに関連するデータを含む。
【０１６６】
　本明細書に記載されている幾つかの技法は主に血管について実行されるものとして記載
されているが、本発明の範囲は、患者の身体内の血管系、気道、消化管、尿路、任意のそ
の他の管腔構造内の管腔又は患者の身体内の任意のその他の適切な解剖学的構造について
同様の技法を準用して実行することを含む。本明細書に記載されている技法を適用する解
剖学的構造の例としては、冠状動脈血管、冠状動脈病変、血管、血管病変、管腔、管腔病
変、及び／又は弁を含む。
【０１６７】
　本明細書に記載されている本発明の適用例は、コンピュータプロセッサ２８などのコン
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ピュータ又は任意の命令実行システムによって又はそれに関連して使用するためのプログ
ラムコードを提供するコンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒体からアクセス
可能なコンピュータプログラムプロダクトの形を取ることができる。この説明のために、
コンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒体は、命令実行システム、装置、又は
デバイスによって又はそれらに関連して使用するためのプログラムを包含、記憶、伝達、
伝搬、又は移送することができる任意の装置にすることができる。この媒体は、電子、磁
気、光学、電磁、赤外線、又は半導体システム（或いは装置又はデバイス）若しくは伝搬
媒体にすることができる。典型的に、コンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒
体は非一時的なコンピュータ使用可能媒体又はコンピュータ可読媒体である。
【０１６８】
　コンピュータ可読媒体の例としては、半導体又はソリッドステートメモリ、磁気テープ
、取り外し可能コンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取
り専用メモリ（ＲＯＭ）、剛性磁気ディスク、及び光ディスクを含む。光ディスクの現在
の例としては、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、読み書き可能
コンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、及びＤＶＤを含む。
【０１６９】
　プログラムコードを記憶及び／又は実行するのに適したデータ処理システムは、システ
ムバスを介してメモリ素子（例えば、メモリ２９）に直接的又は間接的に結合された少な
くとも１つのプロセッサ（例えば、コンピュータプロセッサ２８）を含む。メモリ素子は
、プログラムコードの実際の実行中に使用されるローカルメモリ、大容量記憶装置、及び
実行中に大容量記憶装置からコードを取り出さなければならない回数を低減するために少
なくとも何らかのプログラムコードの一時記憶領域を提供するキャッシュメモリを含むこ
とができる。このシステムは、プログラム記憶装置上の本発明の命令を読み取り、これら
の命令に従って本発明の実施形態の方法を実行することができる。
【０１７０】
　プロセッサが介在する私設ネットワーク又は公衆ネットワークを介してその他のプロセ
ッサ或いは遠隔のプリンタ又は記憶装置に結合されることができるように、ネットワーク
アダプタがプロセッサに結合される。モデム、ケーブルモデム、及びイーサネット（登録
商標）カードは、現在使用可能なタイプのネットワークアダプタのうちの幾つかに過ぎな
い。
【０１７１】
　本発明の操作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標
）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語及びＣプロ
グラミング言語又は同様のプログラミング言語などの従来の手続き型プログラミング言語
を含む、１つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わせで作成される。
【０１７２】
　図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、及び図５に示されているフローチャートの各ブロック並びに
フローチャート内の複数ブロックの組み合わせがコンピュータプログラム命令によって実
現できることは理解されるであろう。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コン
ピュータ、専用コンピュータ、又はその他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサ
に提供され、コンピュータのプロセッサ（例えば、コンピュータプロセッサ２８）又はそ
の他のプログラム可能データ処理装置を介して実行される命令が本出願に記載されている
フローチャート及び／又はアルゴリズムに指定された機能／動作を実現するための手段を
作成するような機械を生産する。また、これらのコンピュータプログラム命令は、特定の
方式で機能するようにコンピュータ又はその他のプログラム可能データ処理装置に指示で
きるコンピュータ可読媒体にも記憶され、そのコンピュータ可読媒体に記憶された命令が
フローチャートブロックに指定された機能／動作を実現する命令手段を含む製品を生産す
るようになっている。また、このコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又はその
他のプログラム可能データ処理装置にもロードされ、コンピュータ又はその他のプログラ
ム可能装置上で一連の動作ステップを実行させて、コンピュータ又はその他のプログラム
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可能装置上で実行される命令が本出願に記載されているフローチャート及び／又はアルゴ
リズムに指定された機能／動作を実現するためのプロセスを提供するようなコンピュータ
実現プロセスを生産する。
【０１７３】
　コンピュータプロセッサ２８は典型的に、専用コンピュータを生産するようにコンピュ
ータプログラム命令でプログラムされたハードウェア装置である。例えば、図２Ａ～図２
Ｃ及び図３Ａ～図３Ｃに関連して記載されているアルゴリズムを実行するようにプログラ
ムされると、コンピュータプロセッサ２８は典型的に、専用の装置固有パラメータ測定コ
ンピュータプロセッサとして動作する。図４及び図５に関連して記載されているアルゴリ
ズムを実行するようにプログラムされると、コンピュータプロセッサ２８は典型的に、専
用のガイドワイヤ先端部識別コンピュータプロセッサとして動作する。典型的に、本明細
書に記載され、コンピュータプロセッサ２８によって実行される動作は、使用されるメモ
リの技術次第で、異なる磁気極性、電荷などを有するように、現実の物理的物品であるメ
モリ２９の物理的状態を変換する。
【０１７４】
　本出願の範囲は、本明細書に記載されている装置及び方法を、いずれも参照により本明
細書に組み込まれる、以下の出願のいずれか１つに記載された装置及び方法と組み合わせ
ることを含み、その出願は以下の通りである。
　・「Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｏｏｌｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ｍｏｖｉｎｇ
　ｏｒｇａｎｓ」という名称で２００８年３月９日に出願されたＩｄｄａｎによる国際出
願第ＰＣＴ／ＩＬ２００８／０００３１６号（国際出願公報第０８／１０７９０５号とし
て発行）
　・「Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｏｏｌｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ｍｏｖｉｎｇ
　ｏｒｇａｎｓ」という名称で２００８年３月１０日に出願されたＩｄｄａｎによる米国
特許出願第１２／０７５２５２号（米国出願公報第２００８／０２２１４４０号として発
行）
　・「Ｓｔｅｐｗｉｓｅ　ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｔｏｏ
ｌ」という名称で２００９年６月１８日に出願されたＩｄｄａｎによる国際出願第ＰＣＴ
／ＩＬ２００９／０００６１０号（国際出願公報第０９／１５３７９４号として発行）
　・「Ｓｔｅｐｗｉｓｅ　ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｔｏｏ
ｌ」という名称で２００９年６月１８日に出願されたＩｄｄａｎによる米国特許出願第１
２／４８７３１５号（米国出願公報第２００９／０３０６５４７号として発行）
　・「Ｉｍａｇｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｏｏｌ　ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｆ
ｏｒ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」という名称で２００９年１１月１８日に
出願されたＣｏｈｅｎによるＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＩＬ２００９／００１０８９号（国際
出願公報第１０／０５８３９８号として発行）の米国国内段階であるＳｔｅｉｎｂｅｒｇ
による米国特許出願第１２／６６６８７９号（米国出願公報第２０１２／０２３０５６５
号として発行）
　・「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｅ
ｖｉｃｅ－ｔｏ－ｖｅｓｓｅｌ　ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｍｏｔｉｏｎ」という名称で２０１
０年５月１７日に出願されたＣｏｈｅｎによる米国特許出願第１２／７８１３６６号（米
国出願公報第２０１０／０２２２６７１号として発行）
　・「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｅ
ｖｉｃｅ－ｔｏ－ｖｅｓｓｅｌ　ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｍｏｔｉｏｎ」という名称で２０１
１年５月１７日に出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＩＬ２０１１／０００３９１号（国
際出願公報第１１／１４５０９４号として発行）
　・「Ｃｏ－ｕｓｅ　ｏｆ　ｅｎｄｏｌｕｍｉｎａｌ　ｄａｔａ　ａｎｄ　ｅｘｔｒａｌ
ｕｍｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ」という名称で２０１１年７月２８日に出願されたＴｏｌ
ｋｏｗｓｋｙによる国際出願第ＰＣＴ／ＩＬ２０１１／０００６１２号（国際出願公報第
１２／０１４２１２号）の継続出願である２０１１年９月８日に出願されたＴｏｌｋｏｗ
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ｓｋｙによる米国出願第１３／２２８２２９号（米国出願公報第２０１２／０００４５３
７号として発行）
　・「Ｌｕｍｉｎａｌ　ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｃｌｅａｎｉｎｇ」という名称で２０１
２年６月２１日に出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＩＬ２０１２／０００２４６号（国
際出願公報第１２／１７６１９１号として発行）の米国国内段階である米国特許出願第１
４／１２８２４３号（米国出願公報第２０１４／０１４０５９７号として発行）
　・「Ｃｏ－ｕｓｅ　ｏｆ　ｅｎｄｏｌｕｍｉｎａｌ　ｄａｔａ　ａｎｄ　ｅｘｔｒａｌ
ｕｍｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ」という名称で２０１１年９月８日に出願されたＴｏｌｋ
ｏｗｓｋｙによる米国特許出願第１３／２２８２２９号（米国出願公報第２０１２／００
０４５３７号として発行）
　・「Ｃｏ－ｕｓｅ　ｏｆ　ｅｎｄｏｌｕｍｉｎａｌ　ｄａｔａ　ａｎｄ　ｅｘｔｒａｌ
ｕｍｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ」という名称で２０１３年５月２１日に出願されたＳｔｅ
ｉｎｂｅｒｇによる国際出願第ＰＣＴ／ＩＬ２０１３／０５０４３８号（国際出願公報第
１３／１７４４７２号）の継続出願である「Ｃｏ－ｕｓｅ　ｏｆ　ｅｎｄｏｌｕｍｉｎａ
ｌ　ｄａｔａ　ａｎｄ　ｅｘｔｒａｌｕｍｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ」という名称で２０
１３年１２月５日に出願されたＳｔｅｉｎｂｅｒｇによる米国特許出願第１４／０９７９
２２号（米国出願公報第２０１４／００９４６９１号として発行）
　・「Ｆｌｏｗ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｉｍａｇｅ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｉｎ　ｌｕｍｉ
ｎａｌ　ｏｒｇａｎｓ」という名称で２０１３年６月２６日に出願されたＴｏｌｋｏｗｓ
ｋｙによる国際出願第ＰＣＴ／ＩＬ２０１３／０５０５４９号（国際出願公報第１４／０
０２０９５号）の継続出願である「Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ａ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉ
ｓｔｉｃ　ｏｆ　ａ　ｌｕｍｅｎ　ｂｙ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｖｅｌｏｃｉｔｙ　ｏｆ
　ａ　ｃｏｎｔａｓｔ　ａｇｅｎｔ」という名称で２０１３年１２月２７日に出願された
Ｔｏｌｋｏｗｓｋｙによる米国特許出願第１４／１４２０８２号（米国出願公報第２０１
４／０１２１５１３号として発行）
【０１７５】
　本発明は上記で詳細に示され記載されているものに限定されないことは当業者によって
認識されるであろう。むしろ、本発明の範囲は、上記の様々な特徴の組み合わせ及び下位
組み合わせの両方、並びに上記の説明を読んだ時に当業者にとって思い浮かぶと思われる
、従来技術ではないその変形及び変更も含む。
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